
 

 

 

（６）防 災 関 係 
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趣 旨 

     台風、豪雪等で河川の増水による農地、農業用施設が被害を受け安定した経営を営むことがで 

きない地域に対して洪水調節用ダムの新設改修を行うもの。 

事業の内容 

洪水調整用のダム（余水吐その他の附帯施設を含む）の新設又は改修及び併せ行う関連整備。 

採 択 要 件 

防災受益面積がおおむね100ha以上。 

但し、台風常襲地帯、豪雪地帯又は振興山村であって、おおむね過去10か年に激甚災害の指定 

  を受けた地域において行うものにあっては、おおむね70ha以上。 

農業以外の事業効果が50％未満 

事 業 主 体 

 県 

負担割合 区 分 国 県 市町村 その他 備  考 

県 営 防災ダム工事 55 39 6 － 

防災ダム整備事業 事業主体 県 
計 農村振興課地域計画班 

所管課班 
実 農村防災対策室防災対策班 
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ため池整備事業 

 県 

事業主体 

 市町村等 

○計農村振興課 地域計画班

所管課班 

○実農村防災対策室ため池対策班

趣  旨 

災害発生のおそれのあるため池の整備等 

事業の内容 

１ ため池総合整備工事 

（１） 地震・豪雨対策型

耐震性の向上のためのため池の改修又は地震からの安全を確保するために必要な管理施設の

新設若しくは改修、豪雨による決壊の防止、その他の洪水調整機能の賦与・増進のために必要

なため池の改修、附帯施設の整備及び併せ行うしゅんせつ又は農地等の洪水調節機能の発揮の

ための整備。 

（２） 一般整備型

築造後における自然的・社会的状況の変化等に対応する場合又は人命、家屋若しくは公共施

設等に被害を及ぼす災害の発生するおそれがある場合に早急に整備を要するため池（災害防止

用のダムを含む。）の新設、変更、新設と併せ行う廃止、しゅんせつ、附帯施設の整備、下流

水路の整備又は管理施設の整備、水質悪化が著しく、地域の農業生産及び周辺環境に対して悪

影響を与えているため池の水質を改善するために必要な工事。 

（３） 長寿命化型

施設の機能保全・更新等を計画的に実施するための中長期的な計画に基づいて適切な管理が

行われているため池の長寿命化を図るために必要な工事。 

２ ため池群整備工事 

複数のため池を対象に行う、ため池の決壊防止又は洪水調節機能の向上等に資するため池の

改修、廃止、しゅんせつ、附帯施設の整備、周辺水路の整備、その他目的を達成するために必

要な施設の整備。 

 採択要件 

１ ため池総合整備工事 

（１）地震・豪雨対策型

・大規模

防災重点農業用ため池又は施設が決壊した場合に農用地に被害を与えるため池であって次

のいずれかに該当するもの。

１）防災受益面積がおおむね70ha以上（台風常襲地帯、豪雪地帯又は振興山村であって、

おおむね過去10か年に激甚災害の指定を受けた地域において、将来の被害発生を緊急に

防止する必要があると認められるものは、防災受益面積がおおむね30ha以上）かつ、受

益面積がおおむね40ha以上。

２）防災受益面積がおおむね７ha以上かつ、受益面積がおおむね２ha以上であって、想定

被害額（農外）が３億円以上。

・小規模

次に該当するもの。

１）防災受益面積がおおむね７ha以上又は想定被害額（農外）が4,000万円以上かつ、受益

面積がおおむね２ha以上。
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（ため池加速化対策として実施する場合は、防災受益面積がおおむね７ha以上又は想定

被害額(農外)が4,000万円以上。） 

２）総事業費がおおむね800万円以上。 

 

（２）一般整備型 

  ・大規模 

受益面積がおおむね100ha以上で、総事業費がおおむね8,000万円以上。 

    （中山間地域の場合は、受益面積がおおむね70ha以上で、総事業費がおおむね3,000万円以

上。） 

      ※都道府県が行うものに限る。 

            ※ため池の廃止に係るものを除く。 

  ・小規模 

 受益面積がおおむね２ha以上で、総事業費がおおむね800万円以上。 

    （ため池加速化対策として実施する場合は、総事業費がおおむね800万円以上。） 

※ため池の廃止に係るものを除く。 

※ため池の廃止にあっては、貯水量1,000m3以上で、総事業費がおおむね800万円以上。 

 

  （３）長寿命化型 

施設長寿命化計画等が策定されており、かつ、受益面積がおおむね２ha以上のもの。 

（ため池加速化対策として実施する場合は、施設長寿命化計画等が策定されているもの。） 

 

２ ため池群整備 

  ・大規模 

防災重点農業用ため池を含むもの。受益面積の合計がおおむね80ha以上かつ、防災受益面

積の合計がおおむね200ha以上又は想定被害額（農外）の合計が10億円以上のもの。  

（台風常襲地帯、豪雪地帯又は振興山村であって、おおむね過去10か年に激甚災害の指定

を受けた地域において、将来の被害発生を緊急に防止する必要があると認められるものは、

防災受益面積がおおむね140ha以上又は想定被害額（農外）の合計が7億円以上のもの。） 

  ・小規模 

防災重点農業用ため池を含むもの。受益面積の合計がおおむね10ha以上かつ、防災受益面

積の合計がおおむね20ha以上又は想定被害額（農外）の合計が1億円以上のもの。 

（台風常襲地帯、豪雪地帯、振興山村地帯の場合は、防災受益面積がおおむね14ha以上又

は想定被害額（農外）の合計が7,000万円以上のもの。） 

※ため池総合整備工事及びため池群整備を行うにあたり、洪水吐きの洪水流下能力の増加等の豪

雨対策に係る防災工事等を押さえ盛土等の地震対策に係る防災工事に先行して実施する場合に

あっては、防災重点農業用ため池であって、劣化状況評価の結果、堤体の劣化対策に係る防災

工事が不要と判断されているもの。 

 

 

 事業主体 

  １ ため池総合整備工事 

（１）地震・豪雨対策型 

   県又は市町村。 

   

（２）一般整備型 

  ため池の廃止にあっては、県又は市町村。 

  上記以外にあっては、県又は市町村、土地改良区、農業協同組合その他県知事が適当と認め

るもの。 
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（３）長寿命化型 

 県又は市町村、土地改良区、農業協同組合その他県知事が適当と認めるもの。 

 

２ ため池群整備工事 

 県又は市町村。 

 

 

 

 

負担割合 区分 国 県 市町村 その他 備考 

県 営 

 

ため池総合整備工事 

地震・豪雨対策型 

大規模 55 34 11 -  

小規模 
50 

<55> 

34 

<34> 

16 

<11> 

- 
 

一般整備型 

大規模 55 28 17 -  

小規模 

40ha以上 

50 

<55> 

33 

<33> 

17 

<12> 

- 
 

小規模 

40ha未満 

50 

<55> 

29 

<29> 

21 

<16> 

- 
 

長寿命化型 
50 

<55> 

29 

<29> 

21 

<16> 

-  

ため池群整備工事 

大規模 55 34 11 -  

小規模 
50 

<55> 

34 

<34> 

16 

<11> 

-  

団体営 

 

ため池総合整備工事 

地震・豪雨対策型 

大規模 55 19 26 -  

小規模 
50 

<55> 

21 

<21> 

29 

<24> 

- 
 

一般整備型 

大規模 55 18 27 -  

小規模 
50 

<55> 

18 

<18> 

32 

<27> 

- 
 

長寿命化型 
50 

<55> 

18 

<18> 

32 

<27> 

- - 

ため池群整備工事 

大規模 55 未定 未定 - - 

小規模 
50 

<55> 
未定 未定 

- - 

 

※ < > は中山間地域 

※ 県有土地改良財産となっているダムについては、参考資料「（11）県有土地改良財産のダムに

係る事業の負担割合について」を参照 

69



 

 趣   旨 

    災害発生のおそれのある用排水施設等の整備 

 

 

  

１ 湛水防除事業 

  

  事業の内容 

   (1)排水施設整備対策工事 

      既存の農業用用排水施設の耐用年数が経過する以前において、立地条件の変化により、湛水 

        被害を生ずるおそれのある地域（原則として、応急の湛水排除事業が実施された地域）で、 

        これを防止するために行う排水機、排水樋門、遊水池等貯留施設、排水調整池、地下浸透施 

    設、排水路等の新設又は改修。 

   (2)排水管理施設整備工事 

     同一水系の排水河川（地区内の過剰水が農業用用排水施設により排水される河川等）に係る 

     地域である等排水施設の一元管理を必要とする地域で、主として排水施設整備工事によって 

        造成された排水施設について防災体制を強化し、湛水被害の発生を防止するために行う排水 

        管理に必要な施設の新設又は改修（(1)と併せ行うものを除く｡) 

   (3)湛水防除施設改修工事 

       (1)により整備された農業用用排水施設の機能低下により再び湛水被害が生ずるおそれのあ

    る地域における施設の機能回復のために行う施設の更新及び改良 

   (4)クリーク防災機能保全対策工事 

 農業用の水路網(クリーク)の密度又はクリークの貯留容量が一定以上であって、溢水被害

及び水路機能被害が生じ、又は生じるおそれのある地域において、これら被害を防止するた

めに都道府県が定める「クリーク地域防災機能保全対策基本計画」に基づき行う排水施設の

新設、廃止又は改修、農業用道路の改修、暗渠排水及び整地。 

  

   採択要件 

    ・大規模  (1)排水施設整備工事及び(3)湛水防除施設改修工事 

          受益面積がおおむね400ha以上かつ、総事業費がおおむね５億円以上 

          (2)排水管理施設整備工事 

                    受益面積がおおむね1,000ha以上 

          (4)クリーク防災機能保全対策工事 

          受益面積がおおむね100ha以上 

    ・小規模  (1)排水施設整備工事及び(3)湛水防除施設改修工事 

          受益面積がおおむね30ha以上かつ、総事業費がおおむね5,000万円以上 

          (2)排水管理施設整備工事 

                    受益面積がおおむね100ha以上 

          (4)クリーク防災機能保全対策工事 

          受益面積がおおむね20ha以上 

        ※農業以外の事業効果が全体の50％未満であること。 

 

   事業主体         県又は市町村等(但し、(4)については県に限る。) 

 

 

用排水施設等整備事業 

     県 

事業主体  

     市町村等 

 

     計 農村振興課 地域計画班 
所管課班   
     実 農村防災対策室 防災対策班 
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 ２ 地盤沈下対策事業 

  

    事業の内容 

        地盤の沈下を防止するため、地下水の採取が法令等により規制されている地域において行 

    う農業用用排水施設の整備、農道の改修、客土、整地又は水源を転換するために行う農業用 

    用排水施設の整備及びこれに関連する整備 

  

     採択要件 

     ・大規模  受益面積がおおむね400ha以上 

    ・小規模  受益面積がおおむね20ha以上 

 

     事業主体     県 

 

  

３ 用排水施設整備事業 

 

      事業の内容 

     築造後における自然的・社会的状況の変化等により早急に整備を要する頭首工、樋門、用 

    排水機場、水路等の変更又は当該施設に代わる農業用用排水施設の新設及びこれらの附帯施 

    設の整備 

  

      採択要件 

    ・大規模  受益面積がおおむね400ha以上で、総事業費がおおむね8,000万円以上 

         （県営）  （中山間地域の場合は、受益面積がおおむね200ha以上で、3,000万円以上） 

    ・大規模  受益面積がおおむね200ha以上で、総事業費がおおむね8,000万円以上  

        （団体営）  （中山間地域の場合は、受益面積がおおむね100ha以上で、3,000万円以上） 

    ・小規模  受益面積がおおむね20ha以上で、総事業費がおおむね800万円以上 

                  （中山間地域の場合は、受益面積がおおむね10ha以上で総事業費がおおむね800万

           円以上） 

 

     事業主体      県又は市町村等 

 

 

 ４ 鉱毒対策事業 

 

      事業の内容 

     硫黄、銅、その他農産物に有害なものを含んでいる水等が、農用地に流入することによ 

    り生ずる被害を防止するために行う毒源を処理する施設又は毒源処理が困難な場合における 

    農業用用排水施設の新設又は改修並びにこれに附帯する客土又は排土 

  

      採択要件 

     ・受益面積がおおむね20ha以上 

 

      事業主体      県又は市町村等 
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負担割合 区    分 国 県 市町村 その他 備   考 

県 営 湛水防除 
 

 

 

 

 

 

 

大規模（基幹施設） 55 37 8 － 400ha以上 

 大規模（その他施設） 55 37 8 － 1,000ha以上 

 小規模 50 
〈55〉 

42 
〈42〉 

8 
〈3〉 

－ 
<－> 

300ha以上 
 

 小規模（基幹施設） 

 

50 
<55> 

37 
<37> 

13 
<8> 

－ 
<－> 

 

 

 小規模（その他施設) 

 

50 
<55> 

32 
<32> 

18 
<13> 

－ 
<－> 

 

  国営総合農地防災事業
に附帯 

50 
<55> 

35 
<35> 

15 
<10> 

－ 
 

 

 地盤沈下 
 
 
 

大規模 55 34 11 - 400ha以上 

 小規模 
 
 

 

50 
<55> 

39 
<39> 

11 
<6> 

- 
<-> 

200～400ha 
 

 50 
<55> 

34 
<34> 

16 
<11> 

- 
<-> 

200ha未満 
 

 用排水 
施設 

 

 

 

 

大規模 55 

 

28 

 

17 

 

400ha以上 
中山間地域は200ha
以上 

 小規模 

 

 

50 
<55> 

33 
<33> 

17 
<12> 

200ha以上 

 

 50 
<55> 

29 
<29> 

21 
<16> 

200ha未満 

 

 鉱毒対策 50 
<55> 

未定 
 

未定 
 

未定 
 

 

 ※ < > は中山間地域 
   
備  考   基 幹 施 設：排水機、排水樋門、第一線堤防、遊水池等貯留施設、地下浸透施設 
                    （排水機、排水樋門には、これと一体不可分の関係にある導水路、操作管理
             設備等の施設が含まれるものとして取り扱われる） 
          その他施設：排水路等基幹施設以外の施設 
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 趣   旨 

  急傾斜地帯や侵食を受けやすい性状の特殊土壌地帯、又は風害等を受けやすい地域において、排 

 水施設や防風施設等の整備を行うことにより、農用地の保全と災害の未然防止を図るとともに、優 

 良農地を確保し農作物の生産性向上を目的とするもの。 

 

 

 事業の内容 

  １ 農地侵食防止工事 

   ・急傾斜地帯や侵食を受けやすい土壌地帯における排水路等の整備又は風食、風害等を受け 

    やすい地域における防風施設の整備。また、併せ行うことが技術的、経済的に適当と認め 

    られる農道等の整備 

   ・農耕に支障のある特殊土壌又はさんご、石れき等の排除工事 

 

  ２ 農地機能保全対策工事 

   ・地盤の相当部分が泥炭土であることに起因する地盤沈下又は火山性土壌等に起因する土壌 

    侵食等により、農作物の生育が阻害され、農作物の能率が低下することを防止するための 

    整地、暗渠排水、農道等の整備 

 

  ３ 特殊自然災害対策工事 

   ・特殊な自然災害に起因し、農地のかい廃又は農作物の生育阻害を防止するために必要な土 

    壌改良又は栽培管理施設若しくは農地被覆施設の整備（活動火山対策特別措置法の地域） 

 

 

   事業要件 

      １ 農地侵食防止工事 

            県営事業  受益面積おおむね50ha以上（畑地おおむね20ha以上） 

               関連工事は受益面積おおむね５ha以上 

         団体営事業 受益面積おおむね10ha以上。関連工事は受益面積制限なし 

 

      ２ 農地機能保全対策工事 

                  受益面積おおむね20ha以上 

 

      ３ 特殊自然災害対策工事 

            活動火山対策特別措置法第19条に基づく防災営農施設整備計画に定められていること 

 

 

    事業主体 

 県又は市町村等（農村地域防災対策施設整備工事、特殊農地保全整備工事又は農地機能保全

対策工事にあたっては、県に限る。）また、排除工事にあたっては、団体に限る。 

負担割合 区   分 国 県 市町村 その他 備  考 

県 営 

団体営 

農地浸食防止工事他 

 
50 未 未定 未定  

 

農地保全整備事業 

     県 

事業主体  

     市町村等 

 

     計 農村振興課 地域計画班 
所管課班  
     実 農村防災対策室 防災対策班 
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 趣   旨 

   防災対策が必要な土地改良施設に対して、豪雨対策改修や耐震対策改修を行うもの。 

 

 

 事業の内容 

  １ 土地改良施設豪雨対策事業 

     土地改良施設の豪雨対策に必要な施設の改修 

  ２ 土地改良施設耐震対策事業 

     土地改良施設の耐震改修 

  ３ 農道防災対策工事 

          農道橋等の耐震化対策や災害発生の防止が必要な危険箇所の整備 

 

 

 採 択 要 件 

    １ 土地改良施設豪雨対策事業 

          地域排水機能強化計画が策定されており、かつ、次のいずれかに該当するもの 

     ア）総事業費の合計がおおむね800万円以上 

     イ) 防災受益面積の合計がおおむね30ha以上のもの 

    ２ 土地改良施設耐震対策事業 

耐震化対策整備計画が策定されており、かつ、次に該当するもの 

          大規模：防災受益面積がおおむね400ha以上 

小規模：防災受益面積がおおむね30ha以上、又は総事業費がおおむね800万円以上 

   ３ 農道防災対策事業 

防災対策の必要性が整理されており、かつ、次に該当するもの 

      大規模：防災受益面積がおおむね400ha以上 

小規模：防災受益面積がおおむね30ha以上、又は総事業費がおおむね800万円以上 

 

 

 事 業 主 体 

  県、市町村 

地域防災機能増進事業 

     県 

事業主体  

     市町村等 

 
所管課班 農村防災対策室 防災対策班 

 
農山漁村なりわい課 
中山間振興班 
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 ※ <  > は中山間地域 

 

負担割合 区       分 国 県 市町村 その他 備 考 

県 営 

団体営 

 

土地改良施設豪雨対策事業 50 

<55> 

未定 

 

未定 

 

－ 

 

 

土地改良施設耐震 

対策事業 

大規模 
55 未定 未定 － 

 

小規模 50 

<55> 
未定 未定 

－ 

〈－〉 

 

県営 農道防災対策事業 大規模 
55 未定 未定 － 

 

小規模 50 

<55> 
未定 未定 

－ 

〈－〉 

 

団体営 大規模 
55 19 26 － 

 

小規模 50 

<55> 

21 

 

29 

<24> 

－ 
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趣   旨 

石綿を含有する製品は、価格が安く、施工性がよかったことから、昭和30年～50年にかけて農 

    業用水路や機場上屋の内壁材等において採用されている状況にあるが、平成17年７月に「石綿障 

    害予防規則」が施行され、石綿含有製品から石綿を含有しない製品に代替えするよう努めること 

が事業者の責務として明記された。 

このような中、老朽化等に伴い石綿を含有する製品の破壊等により、将来的に農業者等の健康 

    を害するおそれが懸念されることから、石綿を含有する製品について、必要な対策を講ずること 

    により、石綿に起因する影響を未然に防止し、農業経営の安定及び農業の維持を図るものである。 

事業の内容 

（１）石綿等が使用されている農業用管水路の撤去（撤去することが著しく困難又は不適当な場合

において行う当該石綿等の劣化又は飛散の防止措置を含む）及びこれと一体的に行う農業用用

排水路の変更 

  （２）（１）の農業用用排水路と一体となって機能を発揮する農業用用排水路の変更 

（３）石綿等が使用されている土地改良施設（農業用管水路を除く）において行う当該石綿等の除

去及びこれと一体的に行う当該土地改良施設の変更

採 択 要 件 

石綿を含有する建材を使用した建築物あるいは石綿セメント管等を一定割合以上含んで 

いる地域であって、以下の受益面積を満たすもの 

  県 営：おおむね20ha以上 

 団体営：おおむね10ha以上 

事 業 主 体 

県、市町村等 

負担割合 区  分 国 県 市町村 その他 備  考 

県営 特別対策事業（県営造成施設） 50 

<55> 

35 

<35> 

10 

<10> 

5 

< 0> 

吹付け材の除 

復旧に限る 

団体営 

特別対策事業（国営造成施設）  50 21 29 吹付け材の除 

復旧に限る 

特別対策事業 50 

<55> 

18 32 

<27> 

 ※< >は中山間地域（H25以降適用） 

特定農業用管水路等特別対策事業 

 県 

事業主体 

 市町村等 

所管課班 農村防災対策室 
防災対策班 
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趣   旨 

 河川内にある農業用河川工作物の構造が不適当又は不十分であるもの又は耐震補強対策の必要が

ある土地改良施設について整備、補強等を実施することにより、洪水、高潮及び地震等による災害

発生を未然に防止するもの。 

事業の内容 

  １ 農業用河川工作物応急対策事業 

農業用河川工作物（頭首工、水門、樋門、樋管、橋梁等）の整備補強、撤去又は撤去に伴う

整備 

  ２ 農業用道路横断工作物緊急耐震対策事業 

農業用道路横断工作物の耐震補強整備 

採 択 要 件 

    １ 農業用河川工作物応急対策事業 

大規模：総事業費がおおむね1億円以上、事業実施主体は県に限る 

小規模：総事業費がおおむね800万円以上 

  ２ 農業用道路横断工作物緊急耐震対策事業 

総事業費がおおむね800万円以上 

事 業 主 体 

  県、市町村等 

負担割合 区 分 国 県 市町村 その他 備  考 

県 営 河川応対 大規模 
55 37 8 - 

総事業費 

 １億円以上 

県 営 

団体営 

河川応対 小規模 50 

<55> 

42 

<42> 

8 

< 3> 

－ 

<－> 

総事業費 

 5,000万円以上 

50 

<55> 

32 

<32> 

18 

<13> 

－ 

<－> 

総事業費 

 800万円以上 

※ <  > は中山間地域

農業用河川工作物等応急対策事業 
 県 

事業主体 

 市町村等 

計 農村振興課 地域計画班 
所管課班 

実 農村防災対策室 
 防災対策班 
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趣   旨 

水質保全等を目的とした農業用用排水施設等の整備等 

事業の内容（以下の区分１～６に掲げるとおり） 

  １ 農業用用排水施設整備 

（１）水質汚濁等に起因する障害を除去するための農業用用排水施設その他施設の新設、廃止若し

くは変更又はこれと併せて行う客土

ア 次の（ア）から（エ）までのいずれかに該当する障害が生じている場合に、障害を除去

するための農業用用排水施設その他の施設の新設、廃止若しくは変更

（ア）人の健康を損なうおそれがある有害な農畜産物が生産されていること

（イ）農作物等の生育が阻害されていること

（ウ）農作業の能率の低下を来していること

（エ）施設の管理に支障を来していること

イ アと併せて行う客土

ウ 現にアの（ア）から（エ）までに掲げる障害は生じていないが、応急的な防止措置を実

施しなければ容易にそれら障害が発生すると推定される程度の水質汚濁が生じている場合に

行う農業用用排水施設その他の施設の新設、廃止若しくは変更

エ ウと併せて行う客土

（２）水質浄化施設整備

ア 水生生物の有する自然浄化機能を利用した浄化施設整備

イ 接触酸化水路、曝気施設等の浄化施設整備

ウ その他の浄化手法を利用した水質浄化施設整備

エ 水路及び貯水池のしゅんせつ

オ 水質浄化施設の適切な管理を行うための管理用道路、駐車場、発電施設、照明施設、安

全施設その他維持管理のために必要な施設整備

（３）処理施設整備

水質浄化施設により発生した汚泥及び水生生物の適切な回収・処理等を行うための施設整備

（４）併せ行う施設整備

上記の工種（１）から（３）までのいずれかと併せて行うことが技術的かつ経済的に適当と認

められる農業用用排水施設、その他の施設整備 

  ２ 水質保全施設整備 

（１）水質浄化施設整備

ア 水生生物の有する自然浄化機能を利用した浄化施設整備

イ 接触酸化水路、曝気施設等の浄化施設整備

ウ その他の浄化手法を利用した水質浄化施設整備

エ 水路及び貯水池のしゅんせつ

オ 水質浄化施設の適切な管理を行うための管理用道路、駐車場、電施設、照明施設、安全

施設その他維持管理のために必要な施設整備

（２）処理施設整備

水質浄化施設により発生した汚泥及び水生生物の適切な回収・処理等を行うための施設整備

（３）環境保全施設整備

水質浄化施設と一体的に整備することで農村環境や自然環境等の保全に資するための施設整備

水質保全対策事業 

県 

事業主体 

市町村等 

所管課班 
計 農村振興課 地域計画班 

実 農村防災対策室　防災対策班 
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（４）面的負荷抑制施設整備

非特定汚染源となる農地や農業用用排水路等からの負荷流出を抑制するための循環かんがい施

設、漏水防止シート、浄化型暗渠排水、自動給水栓、節水かんがい施設、土層改良のための施設、

その他負荷抑制に資する施設の整備 

（５）併せ行う施設整備

上記の工種（１）から（４）までのいずれかと併せて行うことが技術的かつ経済的に適当と認

められる農業用用排水施設、その他の施設整備 

３ 支援事業 

 湖沼の水質保全に係る管理運営体制の整備、施設の最適運用を行うための試験運用、流出入負荷

実態の把握及び検証、節水かんがいや濁水の流出を防止する用配水管理を普及させるための技術的

指導、水質浄化に配慮した基盤整備導入に伴う掛かり増し経費への助成であって、次のアからウま

での条件をみたすもの 

ア 区分２の水質保全施設整備と併せて行うもの

イ 支援事業実施期間は、原則として区分２の水質保全施設整備の完了予定の年の２年前から３年

間とする

ウ 支援事業費は区分２の水質保全施設整備の費用の５パーセント以内とする

４ 耕土流出防止施設整備 

（１）流出水対策施設整備

農用地又はその後背地からの流水を排水施設等に導く承水路、排水施設及び沈砂施設等の整備

（２）発生源対策施設整備

農用地又はその周辺の土地の土壌の流出を防止するための法面保護、植生、勾配抑制、土層改

良、暗渠排水等の土砂流出防止対策のための工事 

（３）保全対策施設整備

既存の土砂流出防止施設の土砂補足能力及び維持管理作業の作業性、安全性等を向上させるた

めの軽微な変更 

（４）営農連携事業

水質保全に係る営農対策に要する資材支援、管理体制整備に係る活動支援、新たな耕土流出防

止技術開発への支援であって、次のア及びイを満たすもの 

ア 上記の工種（１）から（３）までのいずれかと併せて行うもの

イ 上記の工種（１）から（３）までの費用の合計の５パーセント以内とする

  ５ 水質保全施設改修工事 

区分１、２又は４に掲げる事業で整備された施設における自然的・社会的状況の変化等による機

能低下を防止するために行う当該施設の変更 

６ 実施計画策定 

事業に係る施設の諸条件等について調査等を行い、当該事業に必要な実施計画を策定するものと

する 

採 択 要 件 

  区分１から３までに掲げる事業を実施しようとするときは、次の１又は２のいずれかを満たすこ

ととする。また、区分４に掲げる事業を実施しようとするときは、次の３を満たすこととし、区分

５の事業を実施しようとするときは、次の４を満たすこととする。 

    １ 農用地の水質汚濁等に起因する障害を除去する必要があるものとして、別表の条件に該当する

地域で行う事業であって、次の受益面積を満たすもの。ただし、別表のア及びイに掲げる項目以

外に水質障害が認められる項目が存する場合、又は作目等によって別途基準値を定める必要があ
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る場合において、農用地の水質汚濁等に起因する障害を除去する必要があるときは、都道府県知

事は、農業用水に関する項目及び基準値（以下「都道府県農業用水基準」という。）について、

当該都道府県を単位として定め、別表に代えることができるものとする。 

（１）大規模事業 益面積の合計がおおむね400ヘクタール以上のものであって、次のいずれかに

該当するもの。

ア 老朽化したため又は周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因してぜい弱化したため

生ずるおそれがある決壊その他の事故による災害を防止するため必要があるもの

イ 農用地の湛水を排除するため必要があるもの

ウ 地盤の沈下に起因して、農作物等の生育が阻害され、若しくは農作業の能率が低下する

ことを防止するため必要があるもの又は地盤の沈下を防止するための農業用地下水の採取

の規制により必要とされるもの

（２）小規模事業 益面積の合計がおおむね10ヘクタール以上のもの

  ２ 農業用用排水施設内の水質及び農業用用排水施設から公共用水域へ排出される排水の水質が、

良質な農業用水の確保及び農村地域の環境保全を目的として都道府県知事が策定する農村地域水

質保全計画の水質基準を満たしていない地域で行う事業であって、受益面積の合計がおおむね20

ヘクタール以上のもの。

  ３ 実施主体が県の場合は、耕土流出防止環境保全管理計画内の農用地面積が20ヘクタール以上で

あるもの。また、実施主体が市町村の場合は、耕土流出防止環境保全管理計画内の農用地面積が

10ヘクタール以上であるもの。 

  ４ 管理者により点検がなされている等適切に管理されている施設であって、以下の要件を満たす

施設に係る事業であること。 

（１）１の地域で整備した施設

ア 大規模事業 受益面積の合計がおおむね400ヘクタール以上のものであって、（１）のア

からウまでのいずれかに該当するもの

イ 小規模事業 受益面積の合計がおおむね10ヘクタール以上のもの

（２）２の地域で整備した施設

受益面積の合計がおおむね20ヘクタール以上のもの

（３）３の地域で整備した施設

ア 県営事業 耕土流出防止環境保全管理計画内の農用地面積が20ヘクタール以上のもの

イ 市町村営事業 耕土流出防止環境保全管理計画内の農用地面積が10ヘクタール以上のもの

  別表 

ア 農業用水に関する水質の基準値及び測定法

項目 基準値 測定法 

水素イオン濃度（ｐＨ） 

化学的酸素要求量（ＣＯＤ） 

無機浮遊物質（ＳＳ） 

溶存酸素（ＤＯ） 

全窒素濃度（Ｔ－Ｎ） 

砒素 

6.0以下又は7.5以上 

6㎎/1 以上 

100㎎/1 以上 

5㎎/1 以下 

1㎎/1 以上 

0.05㎎/1 以上 

日本産業規格Ｋ0102（以下「規格」と

いう）12･１に掲げる方法 

規格17に掲げる方法 

昭和46年12月28日環告59附表６に掲げ

る方法 

規格32に掲げる方法 

昭和46年12月28日環告59附表７に掲げ

る方法 

規格61に掲げる方法 
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シアン

アルキル水銀

有機リン 

カドミウム

鉛 

クロム

検出されること 

〃 

〃 

0.01㎎/1 以上 

0.1㎎/1 以上 

0.05㎎/1 以上 

規格38･１･２及び38･２又は38･１･２及

び38･３に掲げる方法 

昭和46年12月28日環告59附表４の第１

及び第２に掲げる方法 

昭和46年12月28日環告59附表１及び２

又は規格31･１に掲げる方法 

規格55･２に掲げる方法 

〃 54･２ 〃 

〃 65･２ 〃 

イ 農業排水に関する水質の基準値及び測定法

項目 基準値 測定法 

水素イオン濃度（ｐＨ） 

生物化学的酸素要求量 

（ＢＯＤ） 

浮遊物質量 （ＳＳ） 

溶存酸素量 （ＤＯ） 

6.0以下又は8.5以上 

10㎎/1 以上 

ゴミ等の浮遊が 

認められること 

2㎎/1 以下 

規格12･１に掲げる方法 

規格21に掲げる方法 

昭和46年12月28日環告59附表６に掲げ

る方法 

規格32に掲げる方法 

事 業 主 体 

  県、市町村等 

負担割合 区 分 国 県 市町村 その他 備  考 

県 営 農業用用排 

水施設整備 

大規模 50 未定 未定 － 

小規模 
50 

<55> 
未定 未定 － 

水質保全施設整備 
50 

<55> 
未定 未定 

－ 

<－> 

支援事業 
50 

<55> 
未定 未定 

－ 

<－> 

耕土流出防止施設整備 － － － － 
鹿児島県及び 

沖縄県のみ該当 

水質保全施設改修工事 
50 

<55> 
34 

16 

<11> 

－ 

<－> 

実施計画策定 50 未定 未定 － 

調査・調整費の

50/100（ただ

し、二次災害が

予想される地区

における施設に

係るものであっ

て、令和７年度

までに採択する

場合にあっては

定額補助） 
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団体営 農業用用排 

水施設整備 

大規模 50 未定 未定 － 

小規模 
50 

<55> 
未定 未定 － 

水質保全施設整備 
50 

<55> 
未定 未定 

－ 

<－> 

支援事業 
50 

<55> 
未定 未定 

－ 

<－> 

耕土流出防止施設整備 － － － － 
鹿児島県及び 

沖縄県のみ該当 

水質保全施設改修工事 
50 

<55> 
未定 未定 

－ 

<－> 

実施計画策定 50 未定 未定 － 

調査・調整費の

50/100（ただ

し、二次災害が

予想される地区

における施設に

係るものであっ

て、令和７年度

までに採択する

場合にあっては

定額補助） 

※ <  > は中山間地域
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 趣   旨 

   地すべり現象に対する国土保全及び民生の安定を図るための事業 

 

 

 事業の内容 

  １ 地すべり防止工事 

   ・地すべり防止施設の新設又は改良その他地すべりを防止するための工事 

  

  ２ ぼた山崩壊防止工事 

   ・ぼた山崩壊防止施設の新設又は改良その他ぼた山の崩壊又は流出を防止するための工事 

 

  ３ 関連事業 

   (1)暗渠排水、ため池の移転又は漏水防止、浸透の著しい水田の床締め又は畑地転換とこれに伴 

         う区画整理、浸透の著しい用排水路の改修又は移転等地すべり防止工事と直接関連して行わ 

         れ、地すべり防止の機能を果たすもの 

   (2)ため池の移転又は用排水路の移転等地すべりによる二次被害の増大を排除するもの 

      (3)農道の整備又は区画整理等地すべり地帯において土地利用を合理化することにより地すべり

     防止工事と同様に地すべりによる被害を軽減することに役立つもの 

 

  ４ 地すべり防止施設長寿命化対策工事 

   ・地すべり防止施設に係る施設長寿命化計画に基づいた対策を実施するための工事 

 

 

  採択要件  

      ・地すべり防止工事、ぼた山崩壊防止工事 

      総事業費7,000万円以上 

      ・関連事業 

       地すべりによる被害を除去又は軽減するために必要があると認められるもの 

   ・地すべり防止施設長寿命化対策工事 

施設長寿命化計画が策定されており、かつ、総事業費がおおむね800万円以上のもの 

 

 

  事 業 主 体 

      ・県 ：地すべり防止工事、ぼた山崩壊防止工事、地すべり防止施設長寿命化対策工事 

   ・市町村等：関連事業                                         

負担割合 区  分 国 県 市町村 その他 備 考 

県 営 

 

 

 

 

防止工事 

 

 

地すべり防止工事 
50 50 － － 

 

 

ぼた山崩壊防止工事 
50 50 － － 

 

 

長寿命化 

対策工事 

 

 
50 50 － － 

 

団体営 関連事業  
未定 未定 未定 未定 

 

 

地すべり対策事業 
     県 

事業主体  

     市町村等 

所管課班 農村防災対策室 防災対策班 

83



防災重点農業用ため池 
緊急整備事業 

 県 

事業主体 

 市町村等 

○計農村振興課 地域計画班

所管課班 

○実農村防災対策室 ため池対策班

趣  旨 

防災重点農業用ため池の整備等。 

事業の内容 

本事業において扱うため池は、防災重点農業用ため池とする。 

１ ため池総合整備工事 

（１） 地震・豪雨対策型

耐震性の向上のための防災重点農業用ため池の改修又は地震からの安全を確保するために必

要な管理施設の新設若しくは改修、豪雨による決壊の防止、その他の洪水調整機能の賦与・増

進のために必要な防災重点農業用ため池の改修、附帯施設の整備及び併せ行うしゅんせつ又は

農地等の洪水調整機能の発揮のための整備。 

（２） 一般整備型

築造後における自然的・社会的状況の変化等に対応する場合又は人命、家屋若しくは公共施

設等に被害を及ぼす災害の発生するおそれがある場合に早急に整備を要する防災重点農業用た

め池の新設若しくは変更、新設と併せ行う廃止、しゅんせつ、附帯施設の整備、下流水路の整

備若しくは管理施設の整備又は水質悪化が著しく、地域の農業生産及び周辺環境に対して悪影

響を与えている防災重点農業用ため池の水質を改善するために必要な工事。 

２ ため池群整備工事 

複数の防災重点農業用ため池を対象に行う、防災重点農業用ため池の決壊防止又は洪水調節

機能の向上等に資する防災重点農業用ため池の改修、廃止、しゅんせつ、附帯施設の整備、周

辺水路の整備、その他目的を達成するために必要な施設の整備。 

３ 監視・管理体制の強化 

 災害の発生を未然に防止するために必要な、雨量計や水位計等の観測機器の設置等の実施。 

４ 緊急的な防災対策 

ため池の防災機能を確保するために必要な、施設の軽微な補修、洪水調整のための水位低下、

緊急時に対応するための排水ポンプの設置等の実施。 

５ 安全施設の整備 

防災重点農業用ため池への転落等による被害の防止を図るため、転落防止用の安全柵や注意

喚起のための看板の設置等の安全施設の整備。 

 採択要件 

１ ため池総合整備工事 

（１）地震・豪雨対策型

・大規模

防災重点農業用ため池であって次のいずれかに該当するもの。
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１）防災受益面積がおおむね70ha以上（台風常襲地帯、豪雪地帯又は振興山村であって、

おおむね過去10か年に激甚災害の指定を受けた地域において、将来の被害発生を緊急に

防止する必要があると認められるものは、防災受益面積がおおむね30ha以上）かつ、受

益面積がおおむね40ha以上。

２）防災受益面積がおおむね７ha以上かつ、受益面積がおおむね２ha以上であって、想定

被害額（農外）が３億円以上。

・小規模

  次に該当するもの。 

１）防災受益面積がおおむね７ha以上又は想定被害額（農外）が4,000万円以上かつ、受益

面積がおおむね２ha以上。

（ため池加速化対策として実施する場合は、防災受益面積がおおむね７ha以上又は想定

被害額（農外）が4,000万円以上。） 

２）総事業費がおおむね4,000万円以上。

（２）一般整備型

・大規模

受益面積がおおむね100ha以上で、総事業費がおおむね8,000万円以上。 

 （中山間地域の場合は、受益面積がおおむね70ha以上で、総事業費がおおむね4,000万円以

上。） 

※都道府県が行うものに限る。

※ため池の廃止に係るものを除く。

・小規模

受益面積がおおむね２ha以上で、総事業費がおおむね4,000万円以上。 

  （ため池加速化対策として実施する場合は、総事業費がおおむね4,000万円以上。） 

※ため池の廃止に係るものを除く。

※ため池の廃止にあっては、貯水量の合計が1,000m3以上で、総事業費がおおむね4,000万

円以上。

２ ため池群整備 

・大規模

防災重点農業用ため池を含むもの。受益面積の合計がおおむね80ha以上かつ，防災受益面

積の合計がおおむね200ha以上又は想定被害額（農外）の合計が10億円以上のもの。 

（台風常襲地帯、豪雪地帯、振興山村地帯の場合は、防災受益面積の合計がおおむね140ha

以上又は想定被害額（農外）の合計が7億円以上のもの。） 

・小規模

防災重点農業用ため池を含むもの。受益面積の合計がおおむね10ha以上かつ，防災受益面

積の合計がおおむね20ha以上又は想定被害額（農外）の合計が1億円以上のもの。

（台風常襲地帯、豪雪地帯、振興山村地帯の場合は、防災受益面積の合計がおおむね14ha

以上又は想定被害額（農外）の合計が7,000万円以上のもの。） 

※ため池総合整備工事及びため池群整備工事の事業のうち、洪水吐きの洪水流下能力の増加等の

豪雨対策に係る防災工事等を押さえ盛土等の地震対策に係る防災工事に先行して実施する場合

にあっては、劣化状況評価の結果、堤体の劣化対策に係る防災工事が不要と判断されているも

の。

３ 監視・管理体制の強化 

 防災重点農業用ため池であって、受益面積がおおむね２ヘクタール以上のもの。 

４ 緊急的な防災対策 

 防災重点農業用ため池であって、受益面積がおおむね２ヘクタール以上のもの。 
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５ 安全施設の整備 

   １地区当たりの事業費の合計が200万以上となること。 

 

 事業主体 

  １ ため池総合整備工事 

（１）地震・豪雨対策型 

（２）一般整備型（ため池の廃止）    

２ ため池群整備工事          

 

  １ ため池総合整備工事 

（２）一般整備型（ため池の廃止に係るものを除く）      県又は市町村、土地改良区、 

３ 監視・管理体制の強化                農業協同組合その他県知事が 

 ４ 緊急的な防災対策                   適当と認めるもの 

 ５ 安全施設の整備 

 

負担割合 区分 国 県 市町村 その他 備考 

県 営 

 
ため池総合整備工事 

 

地震・豪雨対策型 

大規模 55 34 11 －  

小規模 
50 

<55> 

34 

<34> 

16 

<11> 

－ 

－ 
 

一般整備型 

大規模 55 34 11 －  

小規模 
50 

<55> 

34 

<34> 

16 

<11> 

－ 

－ 
 

ため池群整備工事 

大規模 55 34 11 －  

小規模 
50 

<55> 

34 

<34> 

16 

<11> 

－ 

－ 
 

監視・管理体制の強化 定額 － － －  

緊急的な防災対策 定額 － － －  

安全施設の整備 
50 

[55] 

32 

[32] 

18 

[13] 

－ 

－ 
 

団体営 

 
ため池総合整備工事 

 

地震・豪雨対策型 

大規模 55 21 24 －  

小規模 
50 

<55> 

21 

<21> 

29 

<24> 

－ 

－ 
 

一般整備型 

大規模 55 21 24 －  

小規模 
50 

<55> 

21 

<21> 

29 

<24> 

－ 

－ 
 

ため池群整備工事 

大規模 55 21 24 －  

小規模 
50 

<55> 

21 

<21> 

29 

<24> 

－ 

－ 
 

監視・管理体制の強化 定額 － － －  

緊急的な防災対策 定額 － － －  

安全施設の整備 
50 

[55] 

21 

[21] 

29 

[24] 

－ 

－ 
 

県又は市町村 
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※ < > は中山間地域及び緊急性が高いもの。（浸水区域に防災拠点施設・緊急輸送道路があるも

の又は周辺区域の居住者等に甚大な被害を及ぼすおそれがあるとして知事が特に必要と認めるも

の。） 

※ [ ]は大規模なもの、中山間地域及び緊急性が高いもの。 
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農業水利施設危機管理 
対策事業 

     県 

事業主体 

     市町村等 

○計農村振興課 地域計画班 

所管課班 

○実農村防災対策室 ため池対策班 

 趣  旨 

農業水利施設における安全対策を実施。 

 

 

 事業の内容 

 １ 農業水利施設安全対策推進計画の策定 

 

 ２ 農業水利施設への転落等による被害の防止を図るための安全施設の整備 

 

 

 採択要件 

１ 農業水利施設安全対策推進計画の策定 

農業水利施設の安全対策実施方針に定めた対策であること。 

 

２ 農業水利施設への転落等による被害の防止を図るための安全施設の整備 

農業水利施設の安全対策実施方針に定めた施設であり、農業水利施設安全対策推進計画に位置

付けられた施設であること。また、１地区当たりの事業費の合計が200万円以上となること。 

 

 

 事業主体 

１ 農業水利施設安全対策推進計画の策定 

  県 

 

２ 農業水利施設への転落等による被害の防止を図るための安全施設の整備 

県又は市町村、土地改良区、農業協同組合その他県知事が適当と認めるもの。 

 

 

負担割合 
区分 国 県 市町村 

その

他 
備考 

県営 農業水利施設安全対策推進計画

の策定 

50 

[55] 

32 

[32] 

18 

[13] 
－  

農業水利施設への転落等による

被害の防止を図るための安全施

設の整備 

50 

[55] 

32 

[32] 

18 

[13] 
－  

団体営 農業水利施設安全対策推進計画

の策定 

50 

[55] 

21 

[21] 

29 

[24] 
－  

農業水利施設への転落等による

被害の防止を図るための安全施

設の整備 

50 

[55] 

21 

[21] 

29 

[24] 
－  

 

※ [ ]は大規模なもの、中山間地域及び緊急性が高いもの。 
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ため池緊急防災環境 
整備事業 

     県 

事業主体 

     市町村等 

○計農村振興課 地域計画班 

所管課班 

○実農村防災対策室 ため池対策班 

 趣  旨 

防災重点農業用ため池の監視・管理体制の強化。 

 

 

 事業の内容 

 １ 監視・管理体制の強化 

   災害の発生を未然に防止するために必要な、雨量計や水位計等の観測機器の設置等の実施。 

 

 ２ 緊急的な防災対策 

ため池の防災機能を確保するために必要な、施設の軽微な補修、洪水調整のための水位低下、

緊急時に対応するための排水ポンプの設置等の実施 

 

 

 採択要件 

１ 監視・管理体制の強化 

防災重点ため池であって、受益面積がおおむね2ha以上。 

 

２ 緊急的な防災対策 

防災重点ため池であって、受益面積がおおむね2ha以上。 

 

 

 事業主体 

１ 監視・管理体制の強化 

 県又は市町村、土地改良区、農業協同組合その他県知事が適当と認めるもの。 

 

 

２ 緊急的な防災対策 

県又は市町村、土地改良区、農業協同組合その他県知事が適当と認めるもの。 

 

 

負担割合 
区分 国 県 市町村 

その

他 
備考 

県営 監視・管理体制の強化 定額 － － －  

緊急的な防災対策 定額 － － －  

団体営 監視・管理体制の強化 定額 － － －  

緊急的な防災対策 定額 － － －  

 

※ 事業採択期間は令和12年度まで。 
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 趣   旨 

 防災安全度の向上を図るために行う管理施設等の整備 

 

 事業の内容 

   １   農業用施設等の災害に係る危機管理のために必要な情報に関するシステムの整備 

   ２ 土地改良施設における危機管理向上施設の整備 

   (1)雨量計若しくは水位計等の観測機器、緊急放流施設、緊急排水ポンプ、安全導排水路、洪水

水     位調節のための施設又は装置、ポンプ若しくはゲート等の遠隔操作装置、非常時の施設機

能          維持のための非常用電源装置又は防水対策施設等の整備 

   (2)農業用施設等の防災・減災のために必要な体制の整備及び体制等に基づいて行う行動 

   ３ 農地の防災機能増進工事 

農地が本来有する多面的機能としての洪水調節機能の適切な発揮に必要な工事 

   ４ 簡易な施設整備 

暫定的に減災機能を向上させる観点から行う簡易な施設整備工事 

   ５ 土地改良施設の利活用保全又は周辺環境の整備を行うため必要な以下の整備 

    (1)親水・景観保護のための施設 

(2)生態系保全のための施設 

(3)適切な利用と保全を図るための施設 

(4)ため池の本来的な貯水機能に併せて緊急時の消防用水、生活用水等の貯水機能を付加させ

   るために行う堤体の嵩上げ又はしゅんせつ及び防火用水として利用するために必要な取水

   施設、導水路又は遊水池等の整備 

(5)しゅんせつ土の利用等による避難地等の基盤整備 

(6)(4)又は(5)と併せて行う土砂溜堰堤等の管理施設の整備 

(7)ため池等への転落等による被害の防止又は軽減を図るための安全施設の整備 

６ 特認事業 

    農政局長が必要と認める事業 

  

   事業要件 

      上記１～３ 

       防災受益面積の合計がおおむね10ha以上 

 

      ４ 簡易な施設整備 

             (1)暫定的な整備の合理性、関係者への説明責任・同意、暫定整備の整備水準の明示、

         減災活動・体制の整備の実効性、整備計画の明示 

       (2)防災受益面積の合計がおおむね10ha以上 

 

      ５ 土地改良施設の利活用保全又は周辺環境の整備を行うために必要な以下の整備 

            (1)防災ダム整備事業、ため池整備事業、用排水施設等整備事業と併せ行うもの又は過去

        に実施したもの 

(2)関連する土地改良施設の受益面積が20ha以上であるもの。ただし、関連する土地改良

  施設がため池の場合にあっては、受益面積2ha以上 

 

 

 

 

農業用施設等災害管理対策事業 

     県 

事業主体 

     市町村等 

○計農村振興課 地域計画班 

所管課班 

○実 農村防災対策室 防災対策班 
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    事業主体 

 県又は市町村等 

 

 

 

負担割合 区   分 国 県 市町村 その他 備  考 

県 営 

団体営 
農業用施設等災害管理対策事業 

50 

〈55〉 
未定 未定 未定 

<  >は 

中山間地域 
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 趣   旨 

   地震防災対策等の災害防除対策を推進する地域に指定されている地域や、災害に対して脆弱な 

  中山間地域等に対し、地域で発生する災害から農村住民の生命、財産及び生活を守るため、農業 

  用施設や農村防災施設等のうち整備の優先度が高い施設の整備を行うものとする。 

   また、特に甚大な被害を受けた地域において、再度の災害発生を防止するための農業用施設等 

  の整備に併せて、持続的な営農が行われ農地・農業用施設等の洪水防止等の防災機能を十分発揮 

  させるために、農業基盤整備と農村生活維持施設整備を行い、もって、被災農村における耕作放 

  棄地の発生抑制や農村コミュニティー機能の回復に資することとする。 

 

 事業の内容 

  農村防災施設整備事業計画に位置付けられた、次に掲げる事業の実施 

  １ 農村防災施設 

    ①緊急避難路整備 ②緊急避難施設整備 ③防火水槽整備 ④緊急避難施設の耐震化 

    ⑤情報基盤施設整備 ⑥雪崩防止施設整備 ⑦防護柵等安全設備 ⑧災害防除林 

  ２ 農業生産基盤整備 

    ①農業用用排水施設整備 ②区画整理 ③農用地造成 ④農道整備  

    ⑤農用地の改良又は保全 

  ３ 農村生活維持施設整備 

    ①農業集落道路整備 ②営農飲雑用水施設整備 ③農業集落排水施設整備 

    ④農業施設等用地整備 

 

 採 択 要 件 

    １ 農村防災施設 

    災害防除対策推進地域等で定める地域 

  ２ 農業生産基盤整備 

    甚大な災害発生地域に該当する地域 

    ①②受益面積おおむね60ha以上 ③受益面積おおむね40ha以上 

    ④受益面積おおむね50ha以上 ⑤受益面積おおむね20ha以上 

  ３ 農村生活維持施設整備 

    甚大な災害発生地域に該当する地域 

    ため池整備事業、用排水施設等整備事業、農地保全整備事業と併せ行う事業 

    または、上記農業生産基盤整備事業と併せ行う事業 

 

 事 業 主 体 

     県、市町村等 

 

負担割合 区   分 国 県 市町村 その他 備  考 

県 営 
農村防災施設整備 

（旧農村災害対策整備事業） 

50 

<55> 

29 

<29> 

14 

<14> 

7 

< 2> 

※<>は中山間地域 

(H25以降適用) 

団体営 
農村防災施設整備 

（旧農村災害対策整備事業） 

50 

<55> 
未定 未定 未定 

※<>は中山間地域 

(H25以降適用) 

 

農村防災施設整備事業 
     県 

事業主体  

     市町村等 

 

     計 農村振興課地域計画班 
所管課班  
     実 農村防災対策室防災対策班 
 

92



趣   旨 

津波、高潮、侵食等の自然災害の被害から背後農地を防護するための工事を実施するとともに、

海岸環境を整備し、海岸利用の推進を図る。 

事業内容

  １ 高潮対策 

高潮、波浪又は津波により被害が発生する恐れのある地域について、過去における波浪等の実態

  及び背後地の状況等を勘案して、海岸保全施設の新設・改良を行う。 

２ 侵食対策 

波浪による海岸の侵食等の被害が発生する恐れのある地域について、過去における波浪等の実

態及び背後地の状況等を勘案して、海岸保全施設の新設・改良を行う。 

３ 海岸耐震対策 

地震発生に伴う堤防・護岸等の防護機能低下による浸水被害を防止し、もって人命や資産の防護

  を図ることを目的として海岸管理者が地域の実状に応じて緊急的に実施する。 

(1)堤防・護岸等の耐震性能調査

(2)堤防・護岸等の耐震対策

  ４ 津波・高潮危機管理対策 

津波又は高潮に関する危機管理対策として、既存の海岸保全施設の緊急的な防災機能の確保及び

  避難対策を行う。 

５ 海岸環境整備 

国土保全との調和を図り、国民の休養の場としてその利用に供するため豊かで潤いのある海岸環

  境の整備を行う。 

６  海岸堤防等老朽化対策（海岸メンテナンス事業） 

(1)長寿命化計画の策定又は変更 

 ①海岸保全施設の機能診断 

  ②診断結果を踏まえた長寿命化計画の策定又は変更 

(2)老朽化対策等 

①海岸保全施設の老朽化等調査 

 ②①の調査結果を踏まえた老朽化対策等計画の策定 

 ③②の老朽化対策等計画に基づいて実施する老朽化対策等工事 

採択要件

  １ 高潮対策 

１㎞当たりの防護面積５ha以上又は防護人口50人以上で総事業費1億円（離島にあっては  

 5,000万円）以上。 

  ２ 侵食対策 

１㎞当たりの防護面積５ha以上又は防護人口50人以上で総事業費1億円（離島にあっては     

 5,000万円）以上。 

  ３ 海岸耐震対策 

都道府県が行うもの5,000万円以上。 

海岸保全施設整備事業 事業主体 県 所管課班 農村防災対策室防災対策班 
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     ４ 津波・高潮危機管理対策 

一連の防護区域を有する海岸毎に、事業着手から５年以内に整備目標の達成が見込まれること。 

都道府県が行うもの5,000万円以上。 

  ５ 海岸環境整備 

(1)海岸保全区域のうち、周辺に公営の公園、海水浴場、ﾖｯﾄﾊｰﾊﾞｰ、海洋・水産ｾﾝﾀｰ等の施設

のある地域又はそれらの施設等が計画されている地域において、より海浜利用が増進される機

能を発揮するために行う堤防、突堤、護岸、離岸堤、砂浜、植栽、飛砂防止施設、安全情報伝

達施設、照明、進入路、通路、緩衝帯としての緑地・広場、その他所期の目的を達成するため

必要最小限の施設の新設若しくは改良を行う事業で総事業費が1億円以上。

(2)広域的な一連の海岸において、地域の特色を活かした自主的・戦略的取組を推進するため、

(1)で定めた施設等の新設又は改良を行う事業で総事業費が1億円以上。

(3)侵食傾向が著しいため、海岸保全施設の設置だけでは、前浜の回復若しくは環境維持が困

難である海岸又は海浜特性からみて海岸保全施設の設置に環境上の制約がある海岸において、

緊急に養浜を実施しなければならない海岸で、総事業費が1億円以上。

(4)国指定文化財等の保護を図るため、海岸保全施設の新設又は改良、国立公園内等の保全・

再生を図るために既存海岸保全施設の改良を行う海岸で、総事業費が1億円以上。

(5)海水浴等海岸の利用度が高く、既に海岸保全施設が整備されている海岸で、階段工、安全

情報伝達施設等を整備する事業で、総事業費が5,000万円以上。

(6)①汚染の著しい海域において行うﾍﾄﾞﾛ等の除去で、総事業費が1億円以上。

②海岸保全区域内において行う放置座礁船の処理で、総事業費が5,000万円以上。

  ６ 海岸堤防等老朽化対策（海岸メンテナンス事業） 

都道府県が行うもの5,000万円以上。 

  事 業 主 体      県 

負担割合 区  分 国 県 市町村 その他 備  考 

県 営 高潮対策  50(55) 50(45) － － （ ）は離島 

侵食対策  50(55) 50(45) － － （ ）は離島 

海岸耐震対策 50(55) 50(45) － － （ ）は離島 

津波・高潮危機管理対策  50 50 － － 

海岸環境整備 1/3 2/3 － － 

海岸堤防老朽化対策 50(55) 50(45) － － （ ）は離島 
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 趣   旨 

   自衛隊の演習活動及び整備拡張等に起因して、周辺地域の用排水路への土砂の流入や流出量の 

  増大及び農業用水不足等の障害が発生している場合、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する 

  法律（昭和49年法第101号、以下「法」という）に基づき、その障害を防止または除去・軽減する 

  ため各種対策工事を実施する。 

 

 

 事業の内容 

  【補助対象となる施設の具体的事例】 

  ［洪水対策］ 

   ａ 洪水量の増加に対応できるよう河川改修、排水路の改修を行う。 

   ｂ 増加した洪水量を調節する洪水調整池（ダム）を建設する。 

   ｃ 河川等の改修と調整池を組合わせる。 

   ｄ 増加した洪水量を排水するため、河川（排水路）改修と排水機（場）を組合わせる。 

  ［土砂流出対策］ 

   ａ 流出する土砂を溜めるため砂防ダムを建設する。 

   ｂ 渓流の安定を図るため、床固工、谷止工を建設する。 

   ｃ 裸地化した箇所や、崩壊地の植生回復を図るため、山腹工を施行する。 

  ［用水対策］ 

   ａ 用水路（用排兼用水路）を装工する 

   ｂ 貯水用ダム（溜池）を建設する。 

   ｃ 地下水又は河川水を取水するため揚水（機）を設ける。 

 

 

 採 択 基 準  

  防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律（昭和49年法律第101号）（抜粋） 

  （障害防止工事の助成） 

  第３条第１項 

   国は、地方公共団体その他の者が自衛隊等の機甲車両その他重車両のひん繁な使用、射撃、爆 

  撃その他火薬類の使用のひん繁な実施その他政令で定める行為により生ずる障害を防止し、又は 

  軽減するため、次に掲げる施設について必要な工事を行うときは、その者に対し、政令で定める 

  ところにより、予算の範囲内において、その費用の全部又は一部を補助するものとする。 

   １ 農業用施設、林業用施設又は漁業用施設 

   ２ 道路、河川又は海岸 

   ３ 防風施設、防砂施設その他の防災施設 

   ４ 水道又は下水道 

   ５ その他政令で定める施設 

 

  ○次に掲げる(1)～(3)の要件を満たしていること。 

   （１）法第３条第１項又は政令第１条に規定する自衛隊等の行為があること。 

     ※法第３条第１項に規定する行為 

      ① 機甲車両その他重車両のひん繁な使用 

      ② 射撃、爆撃その他火薬類の使用のひん繁な実施 

     ※政令第１条に規定する行為 

      ① 航空機の離陸、着陸、急降下又は低空における飛行のひん繁な実施 

      ② 艦船又は舟艇のひん繁な使用 

障害防止対策事業 事業主体 県 所管課班 農村整備課 水利施設保全班 
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③ 防衛施設の整備のための土地又は土地の定着物の形質の著しい変更

④ 電波のひん繁な発射

（２）（１）の自衛隊等の行為による障害があること 

※例

① 戦車等の訓練によって演習場内が荒廃し、当該区域を流域に持つ河川において、洪

水や土砂流出による被害が生じる。

② 機甲車両等のひん繁な使用による道路の損傷。

③ 通信施設からの強力な電波の発射や、航空機の低空飛行によって周辺民家等のテレ

ビの映像を不鮮明にする。

（３）障害を防止し、又は軽減するための工事の対象となる施設が、法第３条第１項又は政令

第３条に規定する施設であること。

※法第３条第１項に規定する施設

① 農業用施設、林業用施設又は漁業用施設

② 道路、河川又は海岸

③ 防風施設、防砂施設その他の防災施設

④ 水道又は下水道

※政令第３条に規定する施設

① 鉄 道

② テレビジョン放送の受信に係る有線電気通信を行うための共用の施設

負担割合 
区 分 国 県 市町村 その他 備  考 

障害防止対策事業 100 

～66.7 

0 

～16.7 

0 

～16.6 

障害(帰責原因)の度合いに 

より負担割合は変化する。 
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趣   旨 
 「農地・農業用施設災害復旧事業」は、農地（耕作の目的に供される土地）及び農業用施設（かん
がい排水施設、農業用道路及び農地等の災害を防止するため必要な施設）が被災した場合に復旧する
事業である。この災害復旧事業は、「農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法
律」（昭和 25 年法律第 169 号。通称「暫定法」。）に基づき、農地、農業用施設等の復旧に要する費
用に国庫補助がなされ、もって農林水産業の維持を図り、あわせてその経営の安定に寄与することを
目的とする。 

事業の内容 
１ 事業の対象となる農地、農業用施設 

① 農地とは、現に耕作(農地をコンクリートその他これに類するもので覆われている農作物栽培
高度化施設において行われる農作物の栽培も該当する)もしくは肥培管理を行っている土地又は
耕作可能な休耕地等で、水田、畑地、果樹園、飼料畑、苗圃、わさび田、はす田、くわい田、茶
園、桑園、石垣いちご畑等で受益戸数が１戸以上のもの。

② 農業用施設とは、ため池、頭首工、用・排水路、揚水機等のかんがい施設、農業用道路（有効
幅員 1.2ｍ以上）並びに農地又は農作物の災害を防止するため必要な施設（干拓堤防、輪中堤防、
海岸堤防、防災ため池、温水ため池、土留工、土砂だめ工、階段工等）で受益戸数が２戸以上の
もの。

２ 国庫補助となる災害復旧事業の定義 
  農地、農業用施設を原形に復旧することを目的とした工事（原形復旧、効用回復、原形復旧不

可能な場合の復旧、原形に復旧することが著しく困難又は不適当な場合の復旧、施設を統合する
復旧）で、次の条件に合致するもの。 

① １箇所の工事の費用が 40 万円以上のもの。（１箇所の工事とは、同じ施設が被災した場合、
その被災箇所が 150ｍ以内の間隔で連続しているものは１箇所と見なす。）

３ 適用除外 
次に掲げるものは、災害復旧事業の適用除外となる。 

①１箇所の工事費が 40 万円未満、②被害の事実のないもの、③異常な天然現象によらないもの、 
④過年災害によるもの、⑤経済効果小のもの、⑥対象外施設及び他の事業と重複したもの、

⑦維持工事と見られるもの、⑧設計不備、施行粗漏、維持管理不良に基因するもの、
⑨他事業の施行中の災害、⑩被害の小さい農地、⑪小規模施設、⑫農作物栽培高度化施設の一部

である底面コンクリート等 
４ その他 

農林水産省所管の災害復旧事業制度として、負担法に基づく「海岸及び地すべり防止施設災害 
復旧事業」、「災害関連事業」、「湛水排除事業」、「干害応急対策事業」、「鉱毒対策事業」等
がある。 

復旧手続き 
 被害が発生した場合は、市町村等から県に速やかに被害を報告し、最終的には災害発生後３週間以
内に全被害額を報告する。そして、災害発生後 60 日以内に災害復旧事業（補助）計画概要書（いわゆ
る査定設計書）を作成して申請を行い、農林水産省の災害査定を受け、事業費が決定される。事業費
の決定を受けると、事業に着手して良い（施越工事）。復旧工事は原則として災害発生年を含めて３
カ年以内に完了させなければならない。

災 害 要 因 
法の「災害」とは、暴風、洪水、高潮、地震、その他の異常な天然現象により生じた災害をいう。 
① 降雨による災害にあっては、24 時間雨量 80ｍｍ以上又は時間雨量おおむね 20ｍｍ以上
② 暴風による災害にあっては、最大風速 15ｍ以上（10 分間平均風速の最大）
③ 河川の出水による災害にあっては、その地点の水位が警戒水位以上又は融雪水のように長期に

わたる出水
④ 高潮による被害にあっては、暴風等による高潮、波浪又は津波
⑤ 地すべりによる災害
⑥ 地震による災害
⑦ 火山噴火の降灰等による農地の災害にあっては、降灰厚が粒径 0.25ｍｍ以下は５ｃｍ以上、粒

農地・農業用施設 
災害復旧事業 

 県 
事業主体 市町村 

 土地改良区等 

所管課班 農村防災対策室 防災対策班 
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径１ｍｍ以下は２ｃｍ以上 
 ⑧ 干ばつによる災害にあっては、連続干天日数（日雨量５ｍｍ未満の日を含む）が 20 日以上 
  ⑨ 落雷、雪害による災害 

 事 業 主 体 
  県 営  県管理施設又は県営事業の施行中の被災、管理委託の完了していないもの。大規模な被災

であり復旧に高度な技術を要し、維持管理団体が県営事業としての実施を強く望むもの。
その他特に知事が必要と認めるもの。 

 
 団体営 市町村営を基本として、被災地域の関係者が事業主体を定める。 
  （注．県営及び市町村営に限り、起債充当が認められるほか地財措置の対象となる。） 

 

 負 担 割 合                                                    
 
負
担
割
合 

 

 

 

 

 

 
区   分 

 
 
 

 

 

 

 

 

国 県 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町村 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

暫定法補助率     激甚法補助率 
    嵩   上   げ 

 

 
通  常 
補助率 

単 年 災 
高率補助率 

連年災補助率 
嵩  上  げ 

 

 

 

 

 

 

一次 
高率 

二次 
高率 

１戸当
たり事
業 費
（総事
費／耕
作者実
数）が
８万円
までの
もの 

１ 戸 当
た り 事
業 費 が
８ 万 円
を 越 え
15 万円
ま で の
もの 

１戸当
たり事
業費が
15 万
円を超
えるも
の  

 

１戸当
たり負
担額が
１万円
を超え
２万円
まで  

１戸当
たり負
担額が
２万円
を超え
６万円
まで  

１戸当
たり負
担額が
６万円
を超え
るもの 
  

 

県 
営 
 

農   地 
 
農業用施設 

50 
 

65 

80 
 

90 

90 
 

100 

1.その年の１戸 
当 た り の 事 業 
費が４万円以上
の市町村。 

2.その年を含む
過去３カ年の１
戸当たりの事業
費が 10万円以上
の市町村。 

3.上記 1及び 2を
満たすものにつ
いては連年災補
助 額 算 定 方 式
（その年を含む
過去３カ年の事
業費及び関係耕
作者をその年の
事業費及び関係
耕作者数とみな
して単年災の場
合の補助算定方
式により算出す
る）により補助
額を算定した結
果、単年災の補
助額よりも有利
な場合は連年災
方式をとる。 

70 
 

70 

80 
 

80 

90 
 

90 

（県      営） 
①国庫補助 80％

未満の場合。 
注.暫定法補助率の算定
の場合の市町村ごとの
１戸当たりの事業費は
災害関連事業を除いた
もので算出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注.その年の発生災害 
  のうち、激甚災害に
係る災害復旧事業につ
いて暫定法により算定
された補助残額及び災
害関連事業の補助残額
の総額が１戸当たり２
万円以上の市町村につ
いて、上記区分により
適用される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

全 体 事
業 費 か
ら 国 庫
補 助 と
地 元 負
担 を 除
いた額 

 

全 体 事
業 費 の 
8％ 

 

 

②国庫補助 80％
以上の場合。 

  
国庫補助 
残の 60％ 

 

 

 

 
国庫補助 
残の 40％ 

 

 

 

団
体
営 

 

農   地 
農業用施設 

（団  体  営） 
  

－ 
 

国庫 
補助残 
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趣   旨 

 「直轄災害復旧事業」は、国が造成した、又は造成中の土地改良施設が被災した場合、工事規模が

著しく大きい又は工事が高度な技術を要するもの、若しくは当該施設の復旧が公益上、国が行う必要

があると認められる場合に行われる事業である。この災害復旧事業は土地改良法に基づいて実施され

る。 

事業の内容 

１ 事業の対象となる農業用施設 

  農業用施設の定義は「農地・農業用施設災害復旧事業」と同じであり、そのうち国が造成した又

は造成中のもので、工事規模が著しく大きい又は工事が高度な技術を要するもの、若しくは当該施

設の復旧が公益上、国が行う必要があると認められる施設。 

２ 災害復旧事業の定義及び適用除外 

  「農地・農業用施設災害復旧事業」と同じ。 

復旧手続き 

 対象となる施設に被害が発生した場合は、都道府県知事から地方農政局長に速やかに災害報告書を

提出する。（地方農政局長は災害発生後 15 日以内に災害報告書を農林水産大臣に提出） 

 また都道府県知事は速やかに災害復旧事業計画書を地方農政局長に提出する。（地方農政局長は災

害発生後 30 日以内に災害報告書を農林水産大臣に提出） 

農林水産大臣は提出された災害復旧事業計画書と現地調査の結果に基づいて事業費を決定する。 

災害要因  

「農地・農業用施設災害復旧事業」と同じ。 

 負担割合

負
担
割
合 

区 

分 

国 

県 市町村 
その他 

土地改良法国庫負担率 

通常負担率 一次高率 二次高率 

１戸当たり事業
費(総事費/耕作
者実数)が８万
円までのもの 

１戸当たり事業
費が８万円を越
え 15 万円までの
もの 

１戸当たり事
業費が 15 万円
を超えるもの 

国
営 

農 
業 
用 
施 
設 

65 90 100 

①国庫負担 80％未満の場合。

全体事業費から
国庫負担と地元
負担を除いた額 

全体事業費の 8％ 

②国庫負担 80％以上の場合。

国庫負担残の 
60％ 

国庫負担残の 
40％ 

  注：連年災補助率嵩上げ、及び激甚法補助率嵩上げは該当しない。 

直轄災害復旧事業 事業主体 国 所管課班 農村振興課 広域水利調整班 
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 趣   旨 

 近年、集中豪雨や地震等の災害により、農業水利施設が被災し、農用地だけでなく地域住民の生

命や財産、公共施設にも甚大な被害が頻発しており、効果的な防災・減災対策を講じるためには、

農業生産の維持や農業経営の安定だけでなく、地域住民の暮らしを確保する観点から、農業用施設

の整備状況や利用状況等を把握し、地域の実情に即した施設の整備、利用及び保全を総合的に実施

することが重要である。 

 本事業により、総合的な防災・減災対策を実施することにより農業生産の維持、農業経営の安定

及び地域住民の暮らしの安全の確保を図り、災害に強い農村づくりを推進するため、対策に必要な

諸条件について調査及び計画の策定を行う。 

 

 

 事業の内容 

 １ 調査計画事業 

（１）農村地域防災減災総合計画策定等 

   ①農村地域防災減災総合計画策定 

   ②安全度評価 

   ③防災情報管理システム整備計画策定 

   ④地域危機管理整備計画策定 

   ⑤地域排水機能強化計画策定 

（２）ため池緊急防災対策情報整備 

 ２ 実施計画策定 

事業に係る施設の諸条件等について調査等を行い、当該事業に必要な実施計画を策定するものと

する。 

 

実施要件 

１ 上記１の（１）の①及び②の事業にあっては、（１）の③から⑤まで又は（２）若しくは下記

  Ⅱ又はⅢを行う見込みがあること。 

２ 上記１の（１）の③及び④の事業にあっては、次の要件のいずれかに該当すること。 

（１）災害の発生するおそれが高い、又は周辺への影響が著しく大きい農業施設等であること。 

（２）同一市町村又は関連する流域の地域において農業施設等が被災した際に下流等に及ぼす

被害の面積の合計がおおむね10ヘクタール以上（災害防除対策推進地域等にあっては 

おおむね５ヘクタール以上）であること。 

３ 上記１の（１）の⑤の事業にあっては、次の要件に該当すること。 

（１）豪雨により農用地や農業用施設等が被害を受けることが予測される地域又はこの被害を

   原因として、農用地、住宅、公共施設等に被害を及ぼすことが予想される地域であるこ

   と。 

（２）既存の土地改良施設を活用した整備の組合せにより、一体的に効果が発現することが 

      見込まれること。 

４ 上記２の事業にあっては，下記Ⅱ又はⅢの事業の実施要件に該当する事業に係るもの。 

 

 

 

 

 

 
農村地域防災減災事業 
  

（調査計画事業・実施計画策定） 
 

     県 

事業主体 

          他 

 

所管課班 農村振興課地域計画班 
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区 分 事業区分 

 Ⅰ 調査計画事業 （１）調査計画事業

 Ⅱ 整備事業 （１）用排水施設等整備

（２）災害管理施設等整備

 Ⅲ 体制整備事業 （１）ため池緊急防災環境整備事業

（２）ため池群管理体制整備事業

負担割合 区 分 国 県 市町村 その他 備  考 

実施計画策定 50 25 25 

調査・調整費の 5 0 / 1 0 0
（ただし、二次災害が予
想される地区における施
設に係るものであって、
令和７年度までに採択す
る場合にあっては定額補
助） 

101



土地改良施設突発事故 

復旧・防止事業（直轄） 
事業主体 国 所管課班 農村振興課 広域水利調整班 

 事業の目的 

  国営土地改良事業によって造成された施設について、突発的な事故により機能の低下又は喪失が生

じた場合における機能回復を行うとともに、事故の未然防止を図ることにより、農業被害を始めとす

る地域への被害を防止し、もって農業者の経営安定に資することを目的とする。 

 

 

 事業の内容 

 １ 土地改良施設突発事故復旧事業 

   土地改良施設において突発事故被害が発生し、機能が低下又は喪失した場合に行う次の各号に掲

げるものとする。 

  （１）現地仮復旧安全を確保するために行う措置又は暫定的な機能確保の措置 

  （２）機能回復を行う復旧工事 

  （３）緊急応急工事 

  （４）類似被害防止工事 

 ２ 土地改良施設事故防止事業 

   老朽化したこと又は地盤の沈下、市街化の進展その他の周辺地域の自然的社会的条件の変化等に

起因して脆弱化したことにより決壊その他の事故による被害が生ずるおそれがある場合に行う当該

事故の未然防止を図るための措置 

 

 

採択基準 

 １ 対象施設 

法第２条第２項に規定する土地改良施設であって、国営土地改良事業によって整備されたものと

する。ただし、突発事故により直接的に農業生産や営農活動に影響が生じない施設の復旧又は事故

の防止として農村振興局長が別に定めるものは、本事業の対象としない。 

 ２ 実施要件 

  （１）一般型 

   ・事業実施により復旧又は事故が防止される土地改良施設の末端支配面積（当該施設の利益を受

ける農用地の面積をいう。）がおおむね100ヘクタール以上のものであること。 

   ・事業実施により復旧又は事故が防止される土地改良施設が、復旧又は事故の防止に要する事業

費が１箇所当たり2,000万円以上となるものであること。または、高度な技術的配慮を要し造

成又は管理されているものであること。 

   ・適切に保全管理されている土地改良施設として農村振興局長が別に定める要件に該当するもの

であること。 

  （２）基幹施設型 

   ・事業実施により復旧又は事故が防止されるダム、頭首工、排水機場及び排水樋門の末端支配面

積がおおむね5,000ヘクタール（田以外の農用地を受益地とするものにあっては2,000ヘクター

ル）以上のものであること。 

   ・事業実施により復旧又は事故が防止される土地改良施設が、復旧又は事故の防止に要する事業

費が１箇所当たり2,000万円以上となるものであること。または、高度な技術的配慮を要し造

成又は管理されているものであること。 

   ・適切に保全管理されている土地改良施設として農村振興局長が別に定める要件に該当するもの

であること。 
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  表 国の負担割合 

都府県において行われるもの 

 

 

北海道及び離島（離島振興法（昭和28年法律第72

号）第２条第１項の規定に基づき離島振興対策実

施地域として指定された離島をいう。）において

行われるもの 

 

沖縄県において行われるもの 

 

 

奄美群島（奄美群島振興特別措置法（昭和29年法

律第189号）に基づく指定地域をいう。）におい

て行われるもの 

２／３（一般型） 

70／100（基幹施設型） 

 

75／100 

 ただし、事業費のうち田以外に係る部分（ため

池に係るものを除く。）については80／100、田

以外のため池に係る部分については85／100 

 

90／100 

 ため池に係る部分については95／100 

 

90／100 
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事業の趣旨・内容 

土地改良施設突発事故復旧・防止事業は、土地改良事業等によって造成された施設について、突

発的な事故（以下「突発事故」という。）により機能の低下又は喪失が生じた場合における機能回

復を行うとともに、事故の未然防止を図ることにより、農業被害を始めとする地域への被害を防止

し、もって農業者の経営安定に資することを目的とする。 

１ 土地改良施設突発事故復旧事業 

（１）現地仮復旧

安全を確保するために行う措置又は暫定的な機能確保の措置

（２）機能回復を行う復旧工事

施設を原形に復旧するため又は従前の効用を回復するために行う措置

（３）緊急応急工事

前二項及び（４）のうち、地方農政局長等が緊急に施行する必要があると認める応急工

事 

（４）類似被害防止工事

（１）から（３）により復旧する当該突発事故被害と類似の被害を防止するための措置

２ 土地改良施設事故防止事業 

老朽化したこと又は地盤の沈下、市街地の進展その他の周辺地域の自然的社会的条件の変化

等に起因して脆弱化したことにより決壊その他の事故による被害が生ずるおそれがある場合に

行う当該事故の未然防止を図るための措置。 

採択基準 

１ 事業実施により復旧又は事故が防止される土地改良施設の末端支配面積がおおむね20ヘクタ

ール以上（中山間地域にあっては、おおむね10ヘクタール以上）のものであること。ただし、

団体営事業において、農村振興局長が別に定める場合にあっては、この限りではない。 

２ 復旧又は事故の防止に要する事業費が１箇所当たり200万円以上となるものであること。 

３ 適切に保全管理されている土地改良施設として農村振興局長が別に定める要件に該当するも

のであること。 

  実施要件 

１ 維持管理事業計画等に基づいた管理がなされていること。 

２ 機能保全計画等を定めた上で、計画に基づいた対策や施設監視を適切に行っていること。 

３ 突発事故により直接的に農業生産や営農活動に影響が生じない施設の復旧として以下のもの

は対象としない。 

（１）有効幅員120センチメートル未満の農業用道路又は農業用道路の路面若しくは側溝のみ

に係る復旧

（２）車馬の交通に著しい妨げのない道路上の崩土の堆積のみに係る復旧。

（３）渓流又は山腹において直高150センチメートル未満の石垣又は板柵のみに係る復旧。

（４）森林植生のみに係る復旧。

（５）小水力、太陽光等再生可能エネルギーを活用した発電施設に係る復旧。

土地改良施設突発事故 
復旧・防止事業 

県 

事業主体 市町村 

土地改良区等 

計 農村振興課 地域計画班 
所管課班 

実 農村整備課 水利施設保全班 
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事業実施主体及び運用方針 

１ 土地改良施設突発事故復旧事業 

 事業実施主体は、施設管理者とする。 

２ 土地改良施設事故防止事業 

（１）県営事業

原則、NTT専用回線サービス停止の対応及び県管理ダムの突発事故防止対策

（２）団体営事業

（１）を除くもので、事業実施主体は、市町村とする。

※（ ）は振興山村、半島振興対策実施地域、過疎地域、特定農山村地域の場合 

※【 】は県有ダムの場合

負担割合 区 分 国 県 市町村 備 考 

県 営 土地改良施設突発事故復旧・防止事業 
50 

(55) 

32 

【50】 

18 

(13) 

【0】 

団体営 土地改良施設突発事故復旧・防止事業 50 

(55) 

21 29 

(24) 
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